
放送番組の種別

■ 瀬戸内海放送では、平成22年12月に公布された「放送法等の一部を改正する法律」によって
新たに導入された「放送番組の種別の公表制度」に基づき、春・秋の改編期ごとに基本番組
表、番組の種別と種別ごとの放送時間、CMの放送時間を公表します。

■ 放送番組の種別
種別は、「報道番組」「教育番組」「教養番組」「娯楽番組」「通信販売番組」「その他の番組」
の6つに区分しています。

報道 社会にとって重要なあるいは関心のある時事的な出来事や動きを報じる番組
教育 知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、且つ生活の向上を意図した番組

であり、学校教育、社会教育に資することを意図した番組
教養 知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、且つ生活の向上を意図した番組

但し、教育に属するものを除く
娯楽 生活を明るく、楽しく豊かにすることを目的とした番組
その他
Ⅰ）通信販売 商品またはサービスの通信販売を目的とした番組
Ⅱ）その他 上記のいずれにも属さない番組

■ 種別ごとの放送時間

報道 教育 教養 娯楽 通販 その他 総放送時間

13132 6705 12352 20440 6878 625 60132

※毎月「第3月曜日から始まる1週間」の種別ごと放送時間の合計

■ 瀬戸内海放送　ＣＭの放送時間

※毎月「第3月曜日から始まる1週間」のＣＭ放送時間の合計

2024年4月～2024年9月　放送番組の種別と放送分数

2024年4月～2024年9月　ＣＭの放送時間

9476分
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